
◎道路運送車両法の一部を改正する法律 
（平成二九年五月二六日法律第四〇号）   

一、提案理由（平成二九年四月二一日・衆議院国土交通委員会） 

○石井国務大臣 ただいま議題となりました道路運送車両法の一部を改正する法律案の

提案理由につきまして御説明申し上げます。 

 昨年発覚した我が国自動車メーカーによる型式指定審査における燃費の不正事案や、

海外メーカーによる排出ガスの不正事案の発生を踏まえ、このような不正事案の再発を

防止し、自動車の性能及び型式指定制度に対する国内外からの信頼を確保するため、自

動車の型式指定制度の適正な実施を図る必要があります。 

 このような趣旨から、このたびこの法律案を提案することとした次第です。 

 次に、この法律案の概要につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、不正の手段により自動車等の型式の指定を受けたときは、国土交通大臣は当

該指定を取り消すことができることとしております。 

 第二に、型式の指定を受けた者に対する報告徴収等において虚偽の報告等を行った者

に対し、罰則を強化することとしております。 

 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案を提案する理由であります。 

 この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議をよろしくお願い申し上げます。 

二、衆議院国土交通委員長報告（平成二九年五月一一日） 

○西銘恒三郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、昨年発覚した自動車メーカーによる燃費不正事案等を踏まえ、自動車の型式

指定制度の適正な実施を図るために必要な措置を講じようとするものであります。 

 その主な内容は、 

 第一に、不正の手段により自動車等の型式指定を受けたときは、国土交通大臣は当該

指定を取り消すことができること、 

 第二に、型式指定の取り消しに関し、国土交通大臣が行う報告徴収または立入検査に

おいて、虚偽の報告等を行った者に対する罰則を強化すること 

などであります。 

 本案は、去る四月二十日本委員会に付託され、二十一日石井国土交通大臣から提案理

由の説明を聴取し、二十八日、質疑を行い、質疑終了後、採決の結果、全会一致をもっ

て原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院国土交通委員長報告（平成二九年五月一九日） 

○増子輝彦君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会におけ 

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 



 本法律案は、自動車の型式指定制度の適正な実施を図るため、不正の手段により型式 

の指定を受けた場合において当該指定を取り消すことができることとするとともに、虚 

偽の報告等に対する罰則の強化の措置を講じようとするものであります。 

 委員会におきましては、メーカーによる不正行為の防止のための取組と法改正による 

効果、自動車の型式指定の取消し及び審査体制の在り方、自動車技術の国際基準に係る 

我が国の取組等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願い 

ます。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの 

と決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


